
令和２年度

業務実績報告書

令和２年度においては、新型コロナウイルスの影響の受け、年度計画どおりに

取組が行えなかった事業等があることから、次のように自己評価を行いました。

「法人の評価」欄

→新型コロナウイルスの影響を受け、評価が困難になった項目については、

評価しないこととし、「※」と記載する。

「法人自己評価」および「実績の現状分析」欄

→新型コロナウイルスの影響を受けた事項については、冒頭に「※」を付し

て記載する。

なお、年度計画として定めた取組も含めて、新型コロナウイルス対策として実

施した内容をまとめ、巻末に掲載しています。













 



 



 



















 

 











 

 



























































































令和２年度新型コロナウイルス感染症対策について
教育

○ 授業の実施形態

－前期の授業

・全ての授業を遠隔で実施

※ゼミ授業については、6月以降対面授業を可能とした

－後期の授業

・10月1日～12月14日

新型コロナウイルスの感染状況及び学生への意向調査（8月実施）を踏ま

えて決定

・講義授業は対面（火・木）と遠隔（月・水・金）を併用

ゼミ授業は原則対面とし、火・木に集中実施

※ゼミ・講義とも、学生の希望により遠隔授業の選択可能

・遠隔授業については、Zoomによる同期型授業を推奨

・12月15日～

感染者急増の状況等を踏まえ、以下のように変更

・講義授業は全て遠隔

ゼミ授業は原則遠隔（担当教員がゼミ毎に判断）

○ 学生への支援（教学面）

－manaba等を活用した遠隔授業の実施

・学生の学修環境を確保するために「クラウド型教育支援サービス『manaba』」

を導入し、全ての授業を遠隔により実施（4/22～）

(参考)「manaba」の主な機能

学生への講義資料の提示、お知らせ、掲示板での質問、出席管理、

小テスト（自動採点･手動採点･ドリル）、グループワーク、レポー

ト提出、ポートフォリオ機能 等

・双方向授業実施のため、ビデオ会議システム「Zoom」有料アカウントを専

任教員と語学教員計39名に付与（5/14）

－大学ＨＰの機能の追加･メールシステムの増強等

・アクセス集中に対応できるよう、学内メールシステムの同時アクセス数の

上限を拡大（4/14）

・学内関係者（学生・教職員等）向けの情報等を集約し学生・教職員だけが

閲覧できる「学内ＷＥＢ」ページを開設（4/20）

－学生の生活状況やオンライン環境等の把握

・コロナ禍での学生の生活・通学・IT環境等実態を把握するため全学生を対

象とするアンケート調査を実施（4/13～16）

寄せられた意見・質問とその回答の一覧を学内ＷＥＢ等に掲載（4/20）

・IT環境に不安を抱える学生に対し、個別に聞取り調査（4/24～27）

・生活困窮を訴える学生に対し個別に連絡をとり、状況確認（5/12～14）

・前期の遠隔授業を振り返り、今後の学生の学びの最大化を図るため、アン

ケート調査を実施（8月）

－上記調査の結果等に基づく学びの支援

・後期授業の実施形態の検討において、4月および8月のアンケート調査の結

果を活用

・IT環境不足で遠隔授業の受講が困難な学生にノートPC・Wi-Fiルータを貸与

（実績）ノートPC 14人、Wi-Fiルータ 21人

・構内でも遠隔授業が受講できるよう、ノートPCの構内貸出（46件）を実施

・構内の建物全てでWi-Fi接続が可能になるよう整備

・遠隔授業を受講できる自習室の増設（4ヵ所）

・講義資料等を印刷するためのプリンターの設置（3台）

－学生・保護者を対象とする大学への問い合わせ窓口の設置

・「履修関係」「その他生活全般」の２つのメール問合せ窓口を設置（4/20）

・履修登録期間に、教員が電話で「履修相談会」を実施（4/22～24）

－学年末休業期間中のメンタル・カウンセリングの実施

・学生が長期にわたり登校しない（できない）状況を受け、これまで授業期

間中のみ実施していたメンタル・カウンセリングを学年末休業期間中も実

施

相談日時：調整のうえ随時 相談方法：オンライン（Zoom）

－図書館利用の推進

・登校しない（できない）学生に対し、図書の貸出・返却を郵送で実施

・図書の返却期限を延長（通常は2週間だが、登校状況により学期末まで延長）

○ 学生への支援（経済面）

－「「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』」の受給支援

・コロナ渦によるアルバイト収入の大幅な減少により修学の継続が困難とな

っている学生等に定額（20万円若しくは10万円）が給付される国制度の学



生への周知、申請の受付・審査、日本学生支援機構への推薦などの支援事

務を実施。支給要件をわかりやすく周知し、きめ細かく個別に対応したこ

とにより必要とする学生全員に支給

（実績） 106人 計13,800千円

－国の「高等教育の修学支援制度」に基づく授業料減免

・前学期の措置に引き続き、修学にあたり真に経済的支援が必要な低所得者

世帯の学生に対して授業料等減免を実施

（実績） 入学金：28人 減免額 6,086千円

前期 授業料：95人 減免額20,688千円

後期 授業料：97人 減免額19,646千円

－【本学独自支援】「学生生活応援金」の支給（6/22～）

・「学生支援緊急給付金」の対象外であって、経済的に困窮し修学の継続に

支障が生じる学生に、本学独自に5万円を支給

（実績） 前期 42人 2,100千円

後期 39人 1,950千円

○ 学生への支援（キャリアサポート）

－遠隔による就職活動支援

・Facebookを活用した就職情報の提供

・Web面接への対応など、面接相談・指導の遠隔実施

・オンラインで「就職対策講座」を実施（前期）

・対面とオンラインを併用して「就職対策講座」を実施（後期）

・「公務員講座」「旅行業務取扱管理者講座」を遠隔実施（5月～：大学生協

主催）

－「保護者対象就職説明会」の開催（主に3年生の保護者を対象）

・就職活動の現況と今後の展望及び本学の就労支援に関する説明会をオンラ

インで開催（11/14）

・説明会動画を希望者にオンデマンド配信（12/4～25）

－「学内業界・業種研究会」の開催（主に3年生対象）

・企業との直接対話・交流を通じて業界や企業のことをより深く理解すると

ともに、自身の視野を拡げるための機会を提供。対面で開催（11/27）

（実績）参加企業 11社、参加学生 36人

○ 課外活動の実施

・4月1日～ 全面禁止

・6月29日～

許可申請を提出し、十分な感染防止対策が施されているか審査のうえ、

活動を個別に許可

・12月15日～

対面を伴わないオンラインによる活動を除き、全ての活動を停止

・2月10日～

許可申請を提出し、十分な感染防止対策が施されているか審査のうえ、

活動を個別に許可

○ 各種大学行事等

（学生にかかる主な行事等の状況）

・4/6 入学式 → 中止

・4/7 新入生オリエンテーション → 4/21に遠隔で実施

・4/8 前期授業開始 → 4/22から遠隔授業で開始

・4/8 学生の定期健康診断 → 10月に延期して実施

・9/30 新入生対象の「ウエルカムセレモニー」を4回に分けて対面開催、

約9割（130名/150名）が参加

・11/7･8 大学祭「秋華祭」をオンライン開催

・3/15 令和2年度卒業式を出席者を卒業生と教職員に限定して実施。保護

者・在校生へはYouTube上でライブ及びオンデマンド配信を実施（視

聴回数：474回（3/15時点））

（学生募集にかかる主な行事等の状況）

・例年行っている高校訪問は中止。例年参加している民間企業が主催する進

学相談会も多くが中止

・8/8 オープンキャンパスを遠隔で開催（特設ホームページアクセス数：

2,484件（開設後10日間））

・10/3 大学説明会を事前予約制（2部制・各20組）のうえ対面で開催（計3

7組参加）

・10/30 高校生対象オンライン受験相談会を初開催（11名参加）

・学校推薦型選抜（11/24）、大学入学共通テスト（1/16･17）、一般選抜試験

（2/25･3/8）を、感染防止対策を施して学内で実施

○ その他の対応

－教員の健康状態および教育実施状況の把握

・専任教員について、毎週、健康状態および教育実施状況を報告



研究

○ コロナ禍の研究推進

・学長裁量経費を活用し、新型コロナウイルスに端を発する研究を支援

（研究テーマ）

・Covid-19による観光需要減少と関西経済への影響

・奈良県における新型コロナウイルス感染拡大と「住宅セーフティネ

ット」

○ 各種行事等

・2/5 地域創造研究センターフォーラム「コロナ禍における奈良県経済の

課題と展望」を対面と遠隔を併用して実施

会場参加 16人、オンライン参加 15人

地域貢献

○ 出前講義

・出前講義（新型コロナ感染拡大予防対策を講じている申込み先に対し実施）

実施 5件、受講者数 計466人

（実施先：奈良工業高等専門学校、奈良北高等学校、西の京高等学校、

奈良教育大学附属中学校、奈良女子大学）

○ 各種行事等

・奈良県立大学シニアカレッジ

令和2年度の開催を中止

令和3年度の受講生募集を見合わせ

国際交流

○ 留学関係

・学生の派遣 中止

・海外からの受入 中止。但し、令和元年度後期から受け入れていた学生に

ついては、予定通り9月まで継続して受入

○ オンライン語学研修

・本学の海外協定校が実施するオンライン英語研修やオンライン講義を学内

Webで学生に案内

○ 各種行事等

・東アジア・サマースクール2020を中止

・E-cafe（イングリッシュ･カフェ）

前期 開催を中止

後期 対面及びオンラインにより14回実施（10月～1月）

・3/24 シンガポール ニーアンポリテクニク校 海外オンラインセミナーを

開催



法人運営

○ 行動基準の策定、運用

・新型コロナウイルスの感染拡大の動向に適切かつ柔軟に対応するため、本

学関係者にかかる行動基準を策定（4/17）し、本学HP等にも掲載した。下

記6つの活動に対しそれぞれ3段階で行動レベルを設定し、感染拡大状況等

に応じて段階的にレベルを見直すことで学内外者に適切な行動を促した。

（年度内に8回改定）

（参考）「行動基準」の対象とする６つの活動

①講義・授業、②教員・教育研究活動、③事務局、④学生の学内立

ち入り、⑤学生の課外活動、⑥学外者の学内立ち入り

・教員への自宅研究の推奨および事務局職員に在宅勤務の導入を行い、出勤

率の抑制を図った。（4～5月）

・理事会や運営調整会議など、法人および大学の会議等においても、Zoomを

活用するなどして、感染防止対策を行いながら実施した。

○ 在学生へのメッセージの発信（本学ＨＰ等）

－「新型コロナウイルスに関する緊急要請」（4/1）

感染拡大防止に向けた行動自粛要請や前期授業開始の繰り下げなどを発信

－「『緊急事態宣言』を受けての対応について」（4/8）

大阪府・兵庫県を含む７都府県への宣言発令による不要不急の外出自粛、

対象地域内への往来自粛等を要請

－「後学期の授業の検討状況のお知らせと夏季休業中の新型コロナウイルス感染

拡大防止の注意喚起」（7/31）

本学学生に対し、後学期の授業について対面授業を希望し安全に通学でき

る学生への対面授業の実施の可能性について学内で検討を行っていることを

発信。あわせて、夏季休業中のゼミ活動や課外活動、日常生活などで特に留

意すべきことについて注意喚起

－「後学期開始に向けてのお知らせ（第1弾～第3弾）」（9/18、25、30）

後学期の学生支援、授業形態、施設の利用ルール、健康診断、課外活動等

について、新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ学生に周知

－「発熱等の体調不良時の対応に関するガイドラインについて」（10/21）

体調不良時の初期対応や大学への報告と通学の再開等について周知

○ 構内施設の感染症対策

・各建物の入口

非接触型体温計、手指用消毒アルコールを設置

・３号館ＰＣルーム

座席間にペット樹脂製パーテーションを設置

・各教室等

消毒用アルコールを設置

・食堂

座席間にパーテーションを設置

昼食時には食堂や教室を巡視し、感染予防に留意した食事を啓発

・事務局

受付カウンターにペット樹脂製パーテーションを設置

○ 附属高校関連

・5/30 附属高校学校説明会 → 中止

・7/27 附属高校の開校延期を決定（R3年4月→R4年4月）

・11/27･28 中学校向けに学校説明会を実施（計35名参加）

・1/9 教育関係者向けに学校説明会を実施（24名参加）

・3/20 中学生・保護者向けに学校説明会を実施。会場参加は教育関係者に

限定し、中学生・保護者はオンライン（計413名参加）
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